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第
1
回
山
口
県
央
部
1
市
4
町
合
併
協
議
会

平
成
16
年
９
月
11
日（
土
）

宇
部
72
ア
ジ
ス
ス
パ
ホ
テ
ル（
阿
知
須
町
）

１
市
４
町
の
合
併
協
議
会
は
、
必
ず
合

併
を
成
し
遂
げ
る
と
い
う
決
意
で
、
委
員

の
み
な
さ
ん
と
共
に
合
併
協
議
に
臨
ん
で

い
き
た
い
と
強
く
心
に
期
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

２
市
４
町
合
併
協
議
会
が
休
止
に
な
り

ま
し
て
、
１
市
３
町
合
併
協
議
会
、
そ
し

て
、
新
た
に
徳
地
町
が
加
わ
り
ま
し
て
、

１
市
４
町
で
合
併
協
議
会
が
発
会
す
る
こ

と
に
な
り
、
30
万
中
核
都
市
づ
く
り
に
向

け
て
着
実
に
歩
み
を
進
め
て
い
る
感
を
持

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

限
ら
れ
た
期
間
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、

熱
心
な
協
議
を
い
た
し
ま
し
て
、
合
併
を

実
現
さ
せ
て
い
く
と
い
う
思
い
で
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

委
員
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
と
ご
支
援
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

【
会
長
あ
い
さ
つ
】

合
志
会
長
（
山
口
市
長
）

本
協
議
会
は
、
県
央
30
万
中
核
都
市
を

つ
く
る
道
筋
を
付
け
る
た
め
の
合
併
協
議

で
あ
り
ま
し
て
、
会
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
と
委
員
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力

で
協
議
会
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
む
よ
う
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。

21
世
紀
の
将
来
を
目
指
す
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て
、
徳
地
町
を
加
え
協
議
で
き
る

こ
と
に
つ
い
て
心
か
ら
お
喜
び
申
し
上
げ

ま
す
。

も
う
、
残
さ
れ
た
時
間
は
わ
ず
か
で
ご

ざ
い
ま
す
。
皆
さ
ま
と
共
に
全
力
を
出
し

切
っ
て
、
素
晴
ら
し
い
ま
ち
づ
く
り
が
で

き
ま
す
よ
う
、
共
に
努
力
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
英
知
を
出
し
合
っ
て
、
こ
れ

を
ま
と
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

委
員
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
と
熱
心
な
協

議
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

県
央
30
万
中
核
都
市
づ
く
り
に
向
け
て
、

１
市
４
町
の
住
民
に
と
っ
て
よ
り
良
い
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
大
変
重

要
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
日
か
ら
、
皆
さ
ん
と
共
に
協
議
で
き

ま
す
こ
と
を
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

【
副
会
長
あ
い
さ
つ
】

飯
田
副
会
長
（
阿
知
須
町
長
）

岩
城
副
会
長
（
小
郡
町
長
）

藤
生
副
会
長
（
秋
穂
町
長
）

伊
藤
副
会
長
（
徳
地
町
長
）

協
議
会
設
置
に
至
る
経
緯
、
規
約
及

び
協
議
書
、
幹
事
会
規
程
、
専
門
部
会

規
程
、
事
務
局
規
程
、
財
務
規
程
、
組

織
体
制
に
つ
い
て
の
報
告
を
し
ま
し
た
。

【
報
告
事
項
】

●
各
種
規
程
、
事
業
計
画
、
予
算
、
調

整
方
針
、
合
併
協
定
項
目
に
つ
い
て

会
議
運
営
規
程
、
小
委
員
会
設
置
規

程
、
協
議
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
規
程
、
平
成
16
年
度
事

業
計
画
、
予
算
に
つ
い
て
は
、
原
案
の

と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

合
併
協
定
項
目
の
調
整
方
針
は
、
山

口
県
央
部
合
併
協
議
会
及
び
山
口
県
央

部
１
市
３
町
合
併
協
議
会
に
お
け
る
調

整
方
針
を
尊
重
し
、
そ
の
確
認
済
の
調

整
項
目
に
つ
い
て
は
、
引
き
継
ぐ
こ
と

を
基
本
と
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

合
併
協
定
項
目
に
つ
い
て
は
、
42
項

目
と
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

（
Ｐ
12
合
併
協
定
項
目
と
協
議
状
況

を
参
照
）

●
基
本
４
項
目
に
つ
い
て

「
合
併
の
方
式
」
は
新
設
合
併
、「
新

市
の
名
称
」
は
山
口
市
、「
新
市
の
事
務

所
の
位
置
」
に
つ
い
て
は
、
新
市
発
足

時
は
現
在
の
山
口
市
役
所
の
位
置
と
し
、

附
帯
決
議
で
将
来
の
事
務
所
の
位
置
に

つ
い
て
は
、
新
山
口
駅
周
辺
が
適
地
で

あ
る
と
い
う
意
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

新
市
発
足
後
10
年
を
目
途
に
協
議
検
討

を
行
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、「
合
併
の
期
日
」
に
つ
い
て
は
、

継
続
協
議
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

●
そ
の
他
の
協
定
項
目
に
つ
い
て

※
原
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
た
協
定
項
目

「
財
産
及
び
公
の
施
設
の
取
扱
い
」

ほ
か
35
項
目
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と

お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

（
Ｐ
４
〜
Ｐ
７
協
定
項
目
ご
と
の
調

整
内
容
を
参
照
）

※
継
続
協
議
と
さ
れ
た
協
定
項
目

「
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取

扱
い
」
に
つ
い
て
は
、
継
続
協
議
と
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

●
新
市
建
設
計
画
に
つ
い
て

「
新
市
建
設
計
画
」
に
つ
い
て
は
、

新
市
ま
ち
づ
く
り
施
策
検
討
小
委
員
会

に
付
託
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

【
協
議
事
項
】
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●
「
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱

い
」
に
つ
い
て

議
長
試
案

盧
在
任
特
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。

盪
合
併
後
７
か
月
間
、
引
き
続
き
新
市

の
議
員
と
し
て
在
任
す
る
。

蘯
在
任
特
例
適
用
後
の
定
数
に
つ
い
て

は
、
34
人
と
す
る
。

盻
選
挙
区
設
定
に
つ
い
て
は
、
合
併
時

に
調
整
す
る
。

・
『
在
任
特
例
』
適
用
の
理
由
と
し
て
、

合
併
後
も
引
き
続
き
議
員
と
し
て
在

任
し
、
そ
の
意
見
を
新
市
建
設
計
画

の
実
施
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
必
要

と
考
え
ら
れ
る
。
首
長
と
同
日
選
挙

に
な
る
と
、
政
治
空
白
が
で
き
る
。

・
『
在
任
期
間
を
合
併
後
７
か
月
間
』

と
し
た
理
由
と
し
て
、
最
低
７
か
月

間
あ
れ
ば
、
新
市
の
新
年
度
予
算
を

審
議
し
、
新
市
建
設
計
画
に
つ
い
て
、

予
算
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
見
極
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

※
参
考
（
議
員
報
酬
に
つ
い
て
）

・
特
別
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
で

議
員
報
酬
に
つ
い
て
は
審
議
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
が
、
試
案
に
お
け
る
在

任
期
間
中
の
議
員
報
酬
は
、
現
行
を

基
本
と
す
る
の
が
適
当
と
の
方
向
性

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

（
在
任
特
例
を
支
持
す
る
意
見
）

・
新
市
建
設
計
画
の
誠
実
な
履
行
に
つ
い

て
、
議
員
は
責
任
を
持
つ
べ
き
で
、
あ

る
程
度
の
期
間
は
在
任
し
て
チ
ェ
ッ
ク

す
る
必
要
が
あ
る
。

・
首
長
と
の
同
時
選
挙
を
避
け
る
。
そ
の

他
適
切
な
範
囲
で
の
在
任
特
例
が
望
ま

し
い
。

・
議
員
は
、
新
年
度
予
算
に
つ
い
て
確
認

す
る
責
務
が
あ
る
た
め
、
在
任
特
例
が

妥
当
で
あ
る
。

・
制
度
的
に
も
在
任
特
例
が
あ
り
、
試
案

は
適
切
な
内
容
で
受
け
入
れ
た
い
。
報

酬
が
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
る
こ
と
は
お
か

し
い
。

※
合
併
後
、
合
併
前
の
議
員
全
員
が
、
新

市
の
議
員
と
し
て
、
２
年
以
内
の
期
間
、

在
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
在
任
特
例
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。

（
定
数
特
例
を
支
持
す
る
意
見
）

・
選
挙
区
を
設
け
て
、
法
定
定
数
に
若
干

名
を
加
え
た
定
数
特
例
と
す
べ
き
で
、

議
員
報
酬
も
統
一
で
き
る
。

・
財
政
負
担
を
抑
え
る
べ
き
。
周
辺
部
の

住
民
の
声
を
反
映
さ
せ
る
た
め
選
挙
区

は
設
け
て
欲
し
い
。

・
合
併
時
選
挙
が
望
ま
し
い
が
、
激
変
緩

和
等
を
考
え
て
、
定
数
特
例
が
良
い
と

思
う
。

※
合
併
後
、
最
初
の
選
挙
に
お
い
て
、
新

市
に
お
け
る
議
員
の
法
定
上
限
数
（
34

人
）
の
２
倍
以
内
の
議
員
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
定
数
特
例
の
制
度
が
あ
り
ま

す
。

（
合
併
時
選
挙
を
支
持
す
る
意
見
）

・
選
挙
区
を
設
け
て
、
首
長
と
同
様
に
議

員
も
合
併
時
に
選
挙
を
す
る
方
法
が
望

ま
し
い
。

・
１
期
４
年
間
の
み
選
挙
区
を
設
け
て
、

合
併
後
50
日
以
内
に
選
挙
を
す
る
方
法

が
良
い
。

●
「
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期

の
取
扱
い
」
に
つ
い
て

・
合
併
に
よ
り
、
委
員
１
人
当
た
り
の
担

当
面
積
が
増
大
す
る
こ
と
か
ら
、
農
業

者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
な
い
よ
う

な
配
慮
を
要
望
す
る
。

●
「
町
名
・
字
名
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て

・
現
在
の
町
名
、
字
名
で
は
、
場
所
が
わ

か
り
に
く
い
所
も
あ
る
。
新
市
に
お
い

て
早
急
に
対
応
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

※
そ
の
他

Ｑ

調
整
案
を
実
施
し
た
場
合
の
影
響
額

を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

Ａ

次
回
の
協
議
会
で
、
影
響
額
に
つ
い

て
わ
か
る
範
囲
で
提
示
す
る
。

【
質
疑
応
答
の
状
況
】

次
回
の
第
２
回

協
議
会
は
、
９
月

30
日
貅
午
後
２
時

か
ら
、
徳
地
町
町

民
体
育
館
で
開
催

す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

【
次
回
協
議
日
程
】

盧
会
議
の
開
催

・
協
議
会
、
小
委
員
会
、
幹
事
会
等
の

開
催

盪
情
報
提
供
及
び
広
報
啓
発
活
動
の
実
施

・
協
議
会
だ
よ
り
の
発
行
、
協
議
会
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
・
更
新
、
新
市

建
設
計
画
（
概
要
版
）
の
作
成
　
ほ

か

蘯
調
査
研
究
事
業

・
電
算
シ
ス
テ
ム
及
び
条
例
規
則
の
調

査
研
究

平
成
16
年
度

山
口
県
央
部

1
市
4
町
合
併
協
議
会
事
業
計
画

平成16年度 山口県央部1市4町合併協議会予算

科　目
負　担　金
諸　収　入
合　計

金　額
27,540

1
27,541

内　　容
構成団体負担金
預金利子

科　目
会議運営費
事務局運営費
事業推進費
予　備　費
合　計

金　額
2,029
5,697
18,815
1,000
27,541

内　　容
委員報酬、費用弁償（旅費）
消耗品、事務機器借上料
協議会だより印刷 ほか

【歳入】

【歳出】
（千円）

（千円）
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協　定　項　目 確 認 済 調 整 案項目
番号

合併の方式  
新市の名称  

新市の事務所の位置  

財産及び公の施設の取扱い  

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い  

地方税の取扱い  

　個人市町民税 

　法人市町民税 
　固定資産税 
　軽自動車税 
　市町たばこ税 
　特別土地保有税 
　入湯税 
　鉱産税 

一般職の職員の身分の取扱い  

地域審議会等の取扱い  

特別職の職員の身分の取扱い  

条例、規則等の取扱い  

行政組織及び機構の取扱い  

使用料、手数料等の取扱い  
 

　建設関係 
　　　市町営住宅使用料
　都市公園関係 
　　　公園施設使用料
　教育・文化関係 
　　　公立幼稚園の授業料・入園料

　　　公民館、文化会館、体育施設使用料

　福祉関係 
　　　老人福祉センター、児童館、隣保館使用料
　経済関係 
　　　農業集落排水処理施設使用料
　税務関係 
　　　課税、納税に関する証明、公簿・図面の閲覧、

税の督促手数料　

　１市４町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。 
　新市の名称は、山口市とする。 
　新市の事務所の位置は、新市発足時は現在の山口市役所の位置とする。
　新市の事務所の方式は、住民サービスの低下を招かないよう、総合支所方式とし、現在の１市４
町それぞれの役所及び役場に総合的な機能を持つ支所を置く。
　なお、新市における将来の事務所の位置については、新市において、住民の利便性や新市の
均衡あるまちづくりに配慮し、協議検討する。
【附帯決議】
　将来の事務所の位置については、新市発足後、速やかに新市の事務所の位置に関する審議
組織を設置し、協議検討を行うものとする。その協議に当たっては、新山口駅周辺が適地であると
いう意見を踏まえながら、県央中核都市にふさわしい位置を考慮し、整備については新市発足後
１０年を目途に審議すること。 
　１市４町の所有する財産等は、すべて新市に引き継ぐ。山口市宮野財産区有財産は財産区有
財産として新市に引き継ぐ。   
　新市に１つの農業委員会を置き、１市４町の農業委員会の選挙による委員であった者は、合併
後１年以内の適当な時期まで、引き続き新市の農業委員として在任する。在任期間終了後の定
数は４０人とする。選挙区は設定することを前提に、新市において調整する。 
  
　均等割は、現行のまま新市に引き継ぐ。 非課税範囲は、山口市の例により調整する。 納期は、
小郡町の例により調整する。 
　現行のまま新市に引き継ぐ。 
　納期は、小郡町の例により調整する。 
　税率は、現行のまま新市に引き継ぐ。 納期は、山口市の例により調整する。 
　現行のまま新市に引き継ぐ。 
　免税点は、山口市、小郡町、秋穂町、阿知須町の例により調整する。 
　山口市の例により調整する。 
　山口市、徳地町の例により調整する。 
　１市４町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐ。職員数は、定員適正化計画
を策定し適正化に努める。職員の任用及び給与は、公正、適正化の観点から調整し、統一を図
る。 
　地域審議会、地域自治区、合併特例区は設置しない。新市において、条例により（仮称）まちづ
くり審議会を設置する。 
　市長、助役、収入役、教育長、教育委員会委員、選挙管理委員会委員及び監査委員等の任期
等は、法令の定めるところによる。給料、報酬の額は、現行の額及び他の自治体の例をもとに合併
時に調整する。 
　議員及び農業委員の報酬は、現行報酬額及び他の自治体の例をもとに合併時に調整する。
　１市４町同一の条例、規則等は、原則として現行の例により調整する。類似、相違しているもの
等は、新市の事務事業に支障をきたさないよう調整する。 
〈新市における組織・機構の具体的な整備方針〉 
　現行組織から管理機能の一部を除き総合支所として設置し、庁舎は現有庁舎を有効活用する。
支所、出張所及び出先機関は、基本的に現行のまま存続させる。 
　本庁は、市全体に係る政策、施策の総合的な調整、管理事務等を行う。総合支所は、合併前
の市町の区域を所管区域とし、本庁の掌理事務を除き、住民サービスを提供するとともに、地域振
興の拠点として、新市建設計画に予定される地域別整備方針の実現を目指し事務等を行う。 
〈調整の基本方針〉　新市における住民の一体性の確保及び住民負担の公平性を図ることを
基本原則に調整する。
　使用料：急激な負担の変化に配慮し、適正な受益者負担の構築に向け調整する。なお、同一、
同種のものは、算出基準を統一し、独自なものは、現行のとおりとする方向で調整する。
　手数料：可能な限り統一に向け調整する。 
  
　新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
  
　現行のまま新市に引き継ぐ。 
  
　山口市の例により調整する。ただし、秋穂町においては３年間で調整する。 
　新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。減免規定等は、新市移行後速やか
に調整する。 
  
　現行のまま新市に引き継ぐ。 
  
　新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
  

　一件１００円により調整する。 

（4）
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協　定　項　目 確 認 済 調 整 案項目
番号

　住民窓口関係 
　　　（証明手数料）
　　　印鑑、身分、外国人登録済、その他証明手数料
　　　（閲覧手数料）　　　　　　　　　　　　

住民基本台帳閲覧手数料
　　　（交付手数料）
　　　住民票（写）、住民票記載事項、戸籍附票（写）、

印鑑登録証交付・再交付手数料
　　　雇入契約の公認に関する事務・船員手帳の

訂正手数料、船員手帳の交付・書換手数料
　都市計画関係 
　　　開発行為に関する申請、建築確認申請手数
　　　料
　衛生・保健医療関係 
　　　休日夜間診療手数料

公共的団体等の取扱い  

補助金、交付金等の取扱い

  
   
   
   
 税務関係 

　　　前納報奨金　

　環境保全関係 
　　　合併浄化槽設置補助金
　教育・文化関係 
　　　私立幼稚園就園奨励費補助金
　　　小中学校就学費援助
　　　遠距離児童・生徒通学費補助
　福祉・保健医療関係 
　　　民間保育所施設整備費補助金

　　　老人クラブ補助金

　　　母親クラブ育成費補助金
　経済関係 
　　　農林畜産業関係団体に対する補助

　　　起業家向け支援補助金

　　　まつりイベント事業にかかる補助金
　住民活動関係 
　　　交通安全推進団体に対する補助、チャイルド

シート購入費補助
　その他 

　　　定住促進にかかる奨励金

町名・字名の取扱い  

慣行の取扱い  

国民健康保険事業の取扱い  

　　　賦課形態、賦課方式、賦課割合

　　　保険料

　　　納付回数・納期
　　　出産育児一時金
　　　葬祭費
　はり・きゅう施術費の支給、人間ドック健診費助成

　一件１００円により調整する。 

  
  

　廃止の方向で調整する。   

　山口市の例により調整する。 

  
　現行のまま新市に引き継ぐ。 
　１市４町に共通している団体は、それぞれの団体の理解と協力を得ながら、できる限り合併時に
統合できるよう調整に努める。独自の目的を持った団体は、原則として現行のとおりとする。 
〈調整の基本方針〉
　補助金、交付金等は、従来からの経緯、実情等を配意するとともに新市の一体性の確保を図る
ことを基本原則とし、調整する。 
 ① 　１市４町で同一あるいは同種の団体に対する補助金等は、関係団体等の理解と協力を得
　　て、統合の方向で調整する。　
 ② 　各市町独自の補助金等は、制度の経緯、実績を踏まえ新市全体の均衡を保つように調
　　整する。
 ③ 　１市４町で同一あるいは同種の事業に対する補助金等については、制度の統一化に向け
　　調整する。
  
　新たに制度等を創設する。合併年度及びこれに続く３年間に限り、旧４町の区域を対象地区と
して、固定資産税のみ対象税目に交付率１００分の０．５に統一して制度を実施する。 
  
　新たに制度等を創設する。 
  
　秋穂町を除く１市３町の例により調整する。 
　山口市の例により調整する。 
　新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

　山口市の例により調整する。ただし、５年を目途に見直しを行うものとする。 
　山口市・徳地町の例により調整する（国、県制度によるもの）。ただし、市町単独の助成は、新市
移行後、速やかに調整する。 
　山口市、徳地町の例により調整する。 
  
　新市移行後、速やかに調整する。
　山口市の例により調整する。ただし、情報関連産業等起業オフィス事業は、補助対象地域が限
定されるので、新市の土地利用計画が決まった時点で検討する。
　新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。  
  

　新市移行後、速やかに調整する。   

　現行のまま新市に引き継ぐ。平成１９年３月３１日までの間は、旧秋穂町区域を対象に制度を存
続させる。 
　１市４町の区域内の町・字の区域及び名称は、原則として現行のとおりとする。同一の町名・字
名については、当該地域住民の意向を尊重し、調整する。
　なお、地域の実情及び住民の意見を踏まえ、旧市町名を残す方向で調整する。 
　市章、市民憲章、市民歌、市の花、木、花木、都市宣言は、新市において調整する。 
〈調整の基本方針〉
　賦課形態は「保険料」とする。保険料の賦課は、被保険者の急激な負担の増加を招かないよ
う調整する。なお、被保険者への保険給付や健康保持増進に配慮して調整する。 
 山口市の例により調整する。ただし、合併年度の翌年度から実施する。 
 急激な負担増に配慮し、激変の緩和を図るよう調整する。ただし、合併年度の翌年度から実施
する。 
　山口市、秋穂町、阿知須町の例により調整する。ただし、合併年度の翌年度から実施する。 
　現行のまま新市に引き継ぐ。 
　新たに制度等を創設する。ただし、合併年度の翌年度から実施する。 
　新たに制度等を創設する。ただし、合併年度の翌年度から実施する。

（5）
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協　定　項　目 確 認 済 調 整 案項目
番号

介護保険事業の取扱い  

　介護相談員派遣事業 
　保険料の算定基準

　保険料の賦課･徴収

　サービス利用における低所得者対策 

各種事務事業（総務関係）の取扱い  
　情報公開制度 
　個人情報保護制度 
 功労者等表彰制度 
　名誉市町民制度、国際交流事業、中学生等海外
派遣事業 

 姉妹都市縁組等 
各種事務事業（電算システム事業）の取扱い  

　電算システム 

各種事務事業（広報広聴事業）の取扱い  
 　（広報紙）
　広報紙の発行、声の広報の発行、点字広報の発
　行、広報モニター制度 
 　（市町政だより・電波メディア）　　　　　　　　
　ケーブルテレビ、民放テレビ・ラジオ 
　市・町勢要覧、便利帳 
各種事務事業（消防防災事業）の取扱い  
 許可・承認等手数料（危険物関係） 
　消防証明手数料、タンクの水張検査等手数料、消
　防団組織 
 消防団定員・人員 
 消防団任期、定年、消防防災関係団体助成 

各種事務事業（高齢者福祉事業）の取扱い  

　公共交通利用優遇事業 
　ふれあいいきいきサロン運営助成、配食サービス、
　外出支援サービス 
　敬老会関係事業 
　敬老祝金支給、在宅緩和ケア推進事業 
 介護予防事業  

各種事務事業（障害者福祉事業）の取扱い  

  （重度）心身障害児（者）福祉手当 
  補装具の給付・修理 
  知的障害者施設通園バス助成 
　心身障害児（者）デイケア推進事業、入浴サービス
事業、生活訓練事業、進行性筋萎縮症者療養等
給付事業、身体障害者自動車操作訓練、身体障
害者自動車改造費助成、特別障害者手当等 

 身体障害者生活支援事業 
 心身障害者扶養共済制度掛金助成 

各種事務事業（児童福祉事業）の取扱い  

 保育料、乳幼児健康支援一時預かり事業、助産
　扶助費、民間保育所への運営費補助
 児童クラブ  
 ちびっ子広場設置補助事業 
各種事務事業（その他の社会福祉事業）の取扱い  
 民生・児童委員、主任児童委員、行旅困窮者援護  
 低所得者見舞金支給 
 災害援護（火災援護資金・災害弔慰金等） 
各種事務事業（保健・医療事業）の取扱い  
 妊婦健康診査、婦人健康診査 
 １歳６か月・３歳児健康診査 
 乳幼児健康診査 

 成人健康診査 

 感染症対策 

〈調整の基本方針〉
　介護保険事業は、新市が保険者となり運営を行う。第１号被保険者の保険料は、新市において
平成１８年度からの介護保険料事業計画に基づき、統一する。 
　山口市の例により調整する。
　新市移行後、速やかに調整する。なお、平成１８年度から保険料を統一する。 
　新市移行後、速やかに調整する。なお、段階区分、保険料率及び基準所得は平成１８年度から、納期
は合併年度の翌年度から統一する。
　山口市の例により調整する。ただし、介護保険利用者負担軽減事業は、当分の間現行どおりとし、
随時調整する。 
  
　山口市の例により調整する。
　秋穂町、徳地町の例により調整する。
　山口市、小郡町の例により調整する。

　新市移行後、速やかに調整する。

　現行のまま新市に引き継ぐ。
  
　基幹系システム及び行政内部システムは、市民サービスの低下を招かないことを目標に、優先順
位の高いものから統合を図る。 
  

　山口市、阿知須町の例により調整する。ただし、声の広報及び点字広報の発行並びに広報モニ
ター制度は、関係団体等と調整を図りながら調整する。 

　情報発信の手段として、新市移行後も積極的に活用する。   
　新市移行後、速やかに調整する。 
  
　現行のまま新市に引き継ぐ。 

　新たに制度等を創設する。 

　新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
　新市移行後、速やかに調整する。 
〈調整の基本方針〉
　高齢者福祉事業は、国等の制度に基づいて実施しているものは引き続き推進し、１市４町独自のサービ
スは、事業の経緯、実績等を尊重しつつ、新市の均衡を保つよう統合又は再編に向け調整に努める。 
　山口市の例により調整する。ただし、改正後の制度を基にする。 

　新たに制度等を創設する。 

　新市移行後、速やかに調整する。 
　山口市の例により調整する。 
　新市移行後、速やかに調整する。ただし、介護予防ミニデイサービスは、山口市の例により調整する。
〈調整の基本方針〉
　障害者福祉事業は、国等の制度に基づいて実施しているものは引き続き推進し、１市４町独自のサービ
スは、事業の経緯、実績等を尊重しつつ、新市の均衡を保つよう統合又は再編に向け調整に努める。
　新たに制度等を創設する。 
　現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、単独事業については、廃止の方向で検討する。 
　廃止の方向で検討する。 

　山口市の例により調整する。 

　山口市の例により調整する。ただし、徳地町については、速やかに調整する。 
　新たに制度等を創設する。 
〈調整の基本方針〉
　児童福祉事業は、国等の制度に基づいて実施しているものは引き続き推進し、１市４町独自のサー
ビスは、事業の経緯、実績等を尊重しつつ、新市の均衡を保つよう統合又は再編に向け調整に努める。

　新たに制度等を創設する。

　新たに制度を創設する。（運営主体・方法は、現行のとおりとするが、保育料は統一する。） 
　廃止の方向で検討する。ただし、平成２１年度までは現行どおりとする。 
  
　新たに制度等を創設する。 
　廃止の方向で検討する。 
　山口市の例により調整する。 
  
　新たに制度等を創設する。 
 新市移行後、速やかに調整する。 
 現行のまま新市に引き継ぐ。 
 山口市、小郡町、秋穂町、阿知須町の例により調整する。ただし、実施方法は、現行のまま新市に
引き継ぐ。 
 小郡町の例により調整する。

（6）



※　各協定項目の事業が多いものは、住民生活に関係するものを中心に整理しました。
※　各協定項目の事業ごとの調整案は、ホームページ及び各市町の合併担当課等の資料でご確認ください。

  
　新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
　現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、収集料金は、当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
　新市移行後、速やかに調整する。 

　新たに制度等を創設する。 
　山口市、小郡町の例により調整する。 
　分別収集の対応は、山口市の例により調整する。なお、分別収集（品目）は、新市移行後速やか
に調整する。 
  

　新たに制度等を創設する。 

　新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
　徳地町の例により調整する。 
  
　新たに制度等を創設する。 
　現行のまま新市に引き継ぐ。 
　廃止の方向で検討する。 
　山口市の例により調整する。 
  
　合併後の都市計画区域は、当面現行どおりとするが、新市移行後、速やかに新市の基本構想を
踏まえた都市計画マスタープランを策定し、早期に新市の都市計画審議会の意向を踏まえ、市街化
区域・市街化調整区域の設定に努める。 
　課税客体及び税率は、新市発足後の都市計画（区域、区域区分（線引き）等の見直し・検討）や
都市計画事業の状況に基づいて速やかに調整し、当面従来どおりとする。ただし、納期は、小郡町
の例により調整する。 
　新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
　山口市の例により調整する。 
  
　山口市の例により調整する。 
　山口市の例により調整する。（ただし、他の法令等に基づくものはその定めによる。） 
　山口市の例により調整する。ただし、基準のうち、幅員の定めを削除し、新たな受益戸数（２戸）を
加える。 
　新たに制度等を創設する。 
　山口市の例により調整する。ただし、第２条第２号に定める基準（２級河川、海との合流）は削除し、
同条第４号（流域の家屋、公共施設）に定める戸数は２戸とする。 
　廃止の方向で検討する。 
  
　新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
　新市移行後、速やかに調整する。ただし、井戸水認定（事業者）の際に使用するメーター（量水器）は、
新市移行後、検定時期に合わせ随時公設に切り替える。また、納付方法は、新市移行後も当分の間現行
どおりとし、随時調整する。
　山口市の例により調整する。 
　小郡町、秋穂町の例により調整する。 
  
　新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
  
　新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
　現行のまま新市に引き継ぎ、新市移行後、随時調整する。 
  
　新市移行後、速やかに調整する。 
　大規模な美術展は、現行のまま新市に引き継ぐ。その他各市町による独自事業は、新市に移行後
も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
　新たに制度等を創設する。 
　新市移行後、速やかに調整する。 
　山口市の例により調整する。ただし、新市移行後、できるだけ早い時期に運営できるようにする。 
  
　新市移行後、速やかに調整する。 
　新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 
　新たに制度等を創設する。 
　新たに制度等を創設する。ただし、防犯対策協議会補助金は、当分の間現行どおりとし、随時調整する。
   
　現行のまま新市に引き継ぐ。 
　新市移行後、速やかに調整する。 
　秋穂町、阿知須町、徳地町の例により調整する。 

22
（10）

22
（11）

22
（12）

22
（13）

22
（14）

22
（15）

22
（16）
22
（17）

22
（18）

22
（19）

22
（20）

協　定　項　目 確 認 済 調 整 案項目
番号

各種事務事業（生活環境事業）の取扱い  
　ごみ収集体制等 
　し尿の処理体制 
　指定ごみ袋の取扱い、生活排水路整備事業 
　廃棄物処理手数料、一般廃棄物処理業等の許可
　申請手数料 
　廃棄物処理手数料の減免 

　分別収集（再資源化）の対応 

各種事務事業（農林水産事業）の取扱い  
　農業金融事業、土地改良事業（補助金・分担金）、
漁業近代化資金 

 公有林貸付料 
 林道開設維持事業、治山事業負担金 
各種事務事業（商工・観光事業）の取扱い  
 企業誘致事業 
  労働者金融対策事業 
 利子補給 
 制度融資・小口事業資金、雇用対策支援事業 
各種事務事業（都市計画事業）の取扱い  

 都市計画区域・区域区分・用途地域 

 都市計画税 

 まちづくり団体活動支援 
 都市景観条例、市街地再開発事業の推進 
各種事務事業（建設事業）の取扱い  
 市町道認定基準 
 道路改良事業 

 認定外道路指定基準 

 認定外道路整備事業 

　準用河川の指定基準 

　急傾斜地崩壊対策事業負担金 
各種事務事業（下水道事業）の取扱い  
 下水道使用料、下水道受益者負担金制度 

　下水道使用料の賦課・徴収 
 
 水洗便所改造資金貸付制度 
 公共ます、取付管設置基準 
各種事務事業（水道事業）の取扱い  
　水道料金の算定方法、収納、水道加入金、手数料 
各種事務事業（学校教育事業）の取扱い  
　奨学金貸付事業、学校給食事業 
　通学区域（小・中学校） 
各種事務事業（社会教育事業）の取扱い  
　成人の日記念行事関連事業 

　文化芸術事業等 

　図書館外貸出の利用資格・冊数の制限等 
　図書館休館日・開館時間等 
　移動図書館の運営 
各種事務事業（コミュニティ施策）の取扱い  
　文書配布体制・配布報奨金制度 
　自治会・コミュニティ団体への補助 
　自治会集会所設置補助金 
　防犯灯設置費補助金 
各種事務事業（その他事業）の取扱い  
　バス運行対策費補助金等 
　コミュニティバス等の運行 
　交通災害共済制度 
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区分
会   長
副会長
 
 
 
１号委員
（助役）
 
 
 
２号委員
（議長及び副議長）
 
 
 
 
 
 
 
 
３号委員
（議会選出者）
 

４号委員
（学識経験者）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

監査委員

職又は選出市町
山口市長
阿知須町長
小郡町長
秋穂町長
徳地町長
山口市助役
小郡町助役
秋穂町助役
阿知須町助役
徳地町助役
山口市議会議長
小郡町議会議長
秋穂町議会議長
阿知須町議会議長
徳地町議会議長
山口市議会副議長
小郡町議会副議長
秋穂町議会副議長
阿知須町議会副議長
徳地町議会副議長
山口市議会議員
小郡町議会議員
秋穂町議会議員
阿知須町議会議員
徳地町議会議員
山  口  市

小  郡  町
 
 
 
秋  穂  町
 
 
 
阿 知 須 町
 
 
 
徳  地  町
 
 
 
県  職  員
 
 

小郡町代表監査委員
秋穂町代表監査委員
徳地町代表監査委員

氏　　　　名
合 志 栄 一  
飯 田 宏 史  
岩 城 　 二  
藤 生 通 陽  
伊 藤 青 波  
渡 辺 純 忠  
篠 原 宣 行  
緒 方 　 甫  
岡　村　久寿男  
三 戸 基 文  
武 田 寿 生  
河 村 秀 夫  
三 好 溥 眞  
武 永 輝 男  
吉 松 米 雄  
梶 本 孟 生  
重 田 勝 利  
山 本 武 義  
山 田 好 男  
井 上 一 雄  
氏 永 東 光  
澤 田 正 之  
原 田 欣 知  
本 永 勝 昭  
中 川 啓 三  
山 本 繁 正  
中 野 　 勉  
岡 部 達 矢  
山　口　冨美子  
國 安 克 行  
塩 見 侃 三  
重 田 強 子  
石　田　光一郎  
渡 邉 公 智  
松 本 悟 朗  
牧 　 　 徹  
福　江　香代子  
林 　 國 雄  
　 　野 　 義　一  
村 田 康 子  
江 本 芳 子  
藤 田 義 正  
下　田　與志雄  
藤　井　喜與子  
千々松　正　直  
岡 田 　 実  
樫 部 裕 人  
棟 久 和 佳  
   
山 本 修 三  
田 中 義 明  
宮 内 清 次  

区　分

１号委員
（助役）
  

３号委員
（議会選出者）

 

 
４号委員
（学識経験者）

職又は選出市町

山口市助役
小郡町助役
秋穂町助役
阿知須町助役
徳地町助役
山口市議会議員
小郡町議会議員
秋穂町議会議員
阿知須町議会議員
徳地町議会議員
山  口  市
小  郡  町
秋  穂  町
阿 知 須 町
徳  地  町

氏　名

渡 辺 純 忠
篠 原 宣 行
緒 方 　 甫
岡　村　久寿男
三 戸 基 文
氏 永 東 光
澤 田 正 之
原 田 欣 知
本 永 勝 昭
中 川 啓 三
岡 部 達 矢
石　田　光一郎
牧 　 　 徹
林 　 國 雄
下　田　與志雄

備　考

副委員長

委 員 長

合併協議会（４８名） 小委員会

会長（１名）、副会長（４名）、委員（４３名）

行　　　政：首長、助役（２名×５団体）

議　　　会：議長、副議長、議員代表１名（３名×５団体）

学識経験者：各市町住民（４名×５団体）、県職員（３名）

専門部会（１１部会）

分科会

総務部会

建設部会

企画部会 

議会部会

財務部会

教育部会

住民部会

水道部会

環境部会 福祉部会 経済部会

幹事会（１０名）

幹事長（１名）   

副幹事長（１名）   

幹事（８名）   

合併担当等部課長（２名×５団体）

 （総務、企画、財政担当部課長）

事務局（２０名）
事務局長(１名)、事務局次長（１名）   

事務局職員（１８名）

総務課
（９名）
課長(1名)
班長(2名)
班員(6名) 

新市まちづくり施策   

検討小委員会 

協議会
付託事項

進行管理 
連絡調整

協議会運営 
に係る事務

小委員会運営 
に係る事務

計画調整課
（９名）
課長(1名)
班長(1名)
班員(7名) 

連絡
調整

協議議題 
調整等 

事務事業 
調整

山口県央部１市４町合併協議会委員名簿
（敬称略）

山口県央部１市４町合併協議会組織体制

新市まちづくり施策検討小委員会委員名簿
（敬称略）
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これまでの経緯
山口県央部１市４町合併協議会に至る経緯及び１市３町合併協議会の協議状況等について、ご紹介します。

経　　　過　　　内　　　容

『山口県央部１市３町合併調査研究会』を設置

第１回『山口県央部１市３町合併調査研究会』で規約、組織体制、事業計画案、予算案、協議調

整方針、まちづくり方針等を確認

第２回『山口県央部１市３町合併調査研究会』を開催し、合併期日、事務所の位置、新県都のグ

ランドデザイン等を研究会として確認

第３回『山口県央部１市３町合併調査研究会』を開催し、７月下旬に法定合併協議会を設置する

ことを確認

山口市議会、小郡町議会、秋穂町議会、阿知須町議会で法定合併協議会設置議案を可決

『山口県央部１市３町合併協議会』を設置し、県知事に届出

第１回『山口県央部１市３町合併協議会』を開催し、規約、事業計画案、予算案のほか、合併協

定項目のうち「合併の方式」、「新市の名称」、「新市の事務所の位置」など８項目を確認

徳地町長が山口県央部１市３町合併協議会会長、１市３町首長に合併協議への参加を申し入れ

第２回『山口県央部１市３町合併協議会』を開催し、合併協定項目のうち「農業委員会委員の定

数及び任期の取扱い」、「地方税の取扱い」、「条例、規則等の取扱い」など12項目を確認

山口市、小郡町、秋穂町、阿知須町、徳地町議会で、１市４町の法定合併協議会設置議案を可決

『山口県央部１市４町合併協議会』を設置し、県知事に届出

月　日

６月９日　

６月22日　

６月30日　

７月15日

16日　

７月20日　

７月29日　

８月３日　

８月11日　

８月19日　

８月23日　

これまでの経緯、協議等
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日
、
平
成
18
年
１
月
１
日
の
い
ず
れ
か
と

し
、
次
回
協
議
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

●
そ
の
他
の
協
定
項
目
に
つ
い
て

「
財
産
及
び
公
の
施
設
の
取
扱
い
」
、

「
公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
」、「
慣
行
の
取

扱
い
」、「
各
種
事
務
事
業
（
電
算
シ
ス
テ

ム
事
業
）
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て
は
、
原

案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

●
新
市
建
設
計
画
に
つ
い
て

「
新
市
建
設
計
画
」
に
つ
い
て
は
、
新

市
ま
ち
づ
く
り
施
策
検
討
小
委
員
会
に
付

託
す
る
こ
と
と
し
、
協
議
会
で
は
、
新
県

都
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
骨
子
（
案
）
に
つ

い
て
説
明
し
、
継
続
協
議
と
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

徳
地
町
が
１
市
３
町
の
合
併
協
議
に
加

わ
り
、
１
市
４
町
の
法
定
協
議
会
が
新
た

に
設
置
さ
れ
た
場
合
は
、
設
置
日
を
も
っ

て
１
市
３
町
の
法
定
協
議
会
は
休
止
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

小
委
員
会
の
協
議
結
果
は
、
全
委
員
に

文
書
で
知
ら
せ
、
ま
た
、
そ
の
協
議
会
内

容
は
１
市
４
町
合
併
協
議
会
に
お
い
て
も
、

引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

【
そ
の
他
】

●
各
種
規
程
、
事
業
計
画
、
予
算
、
調
整

方
針
、
合
併
協
定
項
目
に
つ
い
て

会
議
運
営
規
程
、
小
委
員
会
設
置
規
程
、

協
議
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
規
程
、
平
成
16
年
度
事
業
計
画
、

予
算
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
確
認

さ
れ
ま
し
た
。

合
併
協
定
項
目
の
調
整
方
針
は
、
山
口

県
央
部
合
併
協
議
会
に
お
け
る
調
整
方
針

を
尊
重
し
、
確
認
済
の
調
整
項
目
に
つ
い

て
は
、
引
き
継
ぐ
こ
と
を
基
本
と
す
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

合
併
協
定
項
目
に
つ
い
て
は
、
42
項
目

と
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

●
基
本
４
項
目
に
つ
い
て

第
１
回
の
協
議
会
で
は
、「
合
併
の
方
式
」

は
新
設
合
併
、「
新
市
の
名
称
」
は
山
口
市
、

「
新
市
の
事
務
所
の
位
置
」
に
つ
い
て
は
、

新
市
発
足
時
は
現
在
の
山
口
市
役
所
の
位

置
と
し
、
附
帯
決
議
で
将
来
の
事
務
所
の

位
置
に
つ
い
て
は
、
新
山
口
駅
周
辺
が
適

地
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

新
市
発
足
後
10
年
を
目
途
に
協
議
検
討
を

行
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、「
合
併
の
期
日
」
に
つ
い
て
は
、

平
成
17
年
10
月
１
日
、
平
成
17
年
10
月
11

【
第
1
回
協
議
会
】

平
成
16
年
７
月
29
日
（
山
口
市
）

1
市
3
町
合
併
協
議
会
の

協
議
状
況
等

協
議
会
に
お
け
る
協
議
の
状
況
等

「
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期

の
取
扱
い
」、「
地
方
税
の
取
扱
い
」、「
条

例
、
規
則
等
の
取
扱
い
」、「
各
種
事
務
事

業
（
総
務
関
係
）
の
取
扱
い
」、「
各
種
事

務
事
業
（
消
防
防
災
事
業
）
の
取
扱
い
」、

「
各
種
事
務
事
業（
建
設
事
業
）の
取
扱
い
」、

「
各
種
事
務
事
業
（
下
水
道
事
業
）
の
取
扱

い
」、「
各
種
事
務
事
業
（
水
道
事
業
）
の

取
扱
い
」、「
各
種
事
務
事
業
（
学
校
教
育

事
業
）
の
取
扱
い
」
、
「
各
種
事
務
事
業

（
社
会
教
育
事
業
）
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て

は
、
原
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

「
行
政
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
」
、

「
各
種
事
務
事
業
（
都
市
計
画
事
業
）
の
取

扱
い
」
に
つ
い
て
は
、
調
整
案
の
一
部
を

修
正
し
て
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

「
合
併
の
期
日
」
に
つ
い
て
は
、
正
副

会
長
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
再
度
継
続

協
議
と
さ
れ
ま
し
た
。

「
新
市
建
設
計
画
（
素
案
）」
に
つ
い
て

説
明
し
、
継
続
協
議
と
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

【
第
2
回
協
議
会
】

平
成
16
年
８
月
11
日
（
小
郡
町
）
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新
県
都
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
（
案
）
の

基
本
方
針
部
分
（
第
１
章
序
論
、
第
２
章

新
市
の
概
況
、
第
３
章
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
方
針
）
が
概
ね
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
新
県
都
の
ま
ち
づ
く
り
計
画

（
案
）
の
主
要
施
策
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等

（
第
４
章
未
来
を
拓
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
第

５
章
ま
ち
づ
く
り
の
施
策
、
第
６
章
公
共

的
施
設
の
適
正
配
置
と
整
備
、
第
７
章
財

政
計
画
）
は
、
次
回
具
体
的
な
協
議
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

新
県
都
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
（
案
）
の

基
本
方
針
部
分
（
第
１
章
〜
第
３
章
）
に

つ
い
て
、
小
委
員
会
と
し
て
、
原
案
の
と

お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

引
き
続
き
新
県
都
の
ま
ち
づ
く
り
計
画

（
案
）
の
計
画
の
主
要
施
策
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
・
公
共
的
施
設
の
適
正
配
置
と
整
備

（
第
４
章
〜
第
６
章
）、
財
政
計
画
を
作
成

す
る
上
で
の
検
討
資
料
と
な
る
「
財
政
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」（
第
７
章
）
に
つ
い
て

の
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

小
委
員
会
で
出
た
意
見
等
を
企
画
部

会
・
事
務
局
で
再
度
検
討
し
、
次
回
に
そ

の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
、
協
議
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

「
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い

て
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
、
前
回
、
小
委

員
会
で
出
た
意
見
等
を
企
画
部
会
・
事
務

局
で
再
度
検
討
し
た
資
料
に
つ
い
て
の
協

議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
事
業
主
体
が
未
調
整
の
事

業
等
を
除
き
、
新
県
都
の
ま
ち
づ
く
り
計

画
（
案
）
の
主
要
施
策
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
・
公
共
的
施
設
の
適
正
配
置
と
整
備
及

び
財
政
計
画
（
第
４
章
〜
第
７
章
）
に
つ

い
て
、
小
委
員
会
と
し
て
原
案
の
と
お
り

確
認
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
新
県
都
の
ま
ち
づ
く
り
計

画
（
案
）
す
べ
て
に
つ
い
て
、
概
ね
確
認

さ
れ
ま
し
た
。

新
県
都
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
（
案
）
は
、

「
ひ
と
・
ま
ち
・
自
然
が
輝
き
　
未
来
を
拓

く
新
県
都
」
を
将
来
都
市
像
と
し
て
、
３

つ
の
基
本
理
念
の
も
と
に
５
つ
の
ま
ち
づ

く
り
の
基
本
目
標
を
掲
げ
、
多
様
な
取
組

み
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
の
発

展
に
資
す
る
自
立
的
な
県
都
あ
る
い
は
中

核
都
市
を
目
指
し
て
策
定
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
、「
地
域
別
整
備
の
方
針
」
を
定
め
、

個
性
的
な
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
重
点
的
に
取
り
組
む
施
策
を

「
未
来
を
拓
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
、

９
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
新
県
都
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
（
案
）

は
、
現
在
、
１
市
４
町
合
併
協
議
会
に
お

い
て
審
議
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ご
意
見
等

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
次
ペ
ー
ジ
の
１
市
４

町
合
併
協
議
会
事
務
局
ま
で
お
寄
せ
く
だ

さ
い
。

な
お
、
１
市
４
町
合
併
協
議
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
計
画
（
案
）
の
内
容
が
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

ま
た
、
今
後
、
協
議
会
だ
よ
り
特
別
号

（
10
月
15
日
号
）
で
そ
の
内
容
を
お
知
ら
せ

す
る
予
定
で
す
。

小
委
員
会
に
お
け
る
協
議
の
状
況

新
県
都
の
ま
ち
づ
く
り
計
画（
案
）に
つ
い
て

【
第
1
回
小
委
員
会
】

平
成
16
年
８
月
３
日
（
小
郡
町
）

【
第
2
回
小
委
員
会
】

平
成
16
年
８
月
10
日
（
小
郡
町
）

【
第
3
回
小
委
員
会
】

平
成
16
年
８
月
17
日
（
小
郡
町
）
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合併協議会、小委員会の協議内容等をご覧
ください。

会議資料と会議録は、合併協議会事務局及び関係市町の役所、役
場などで閲覧できます。
詳しくは、合併協議会事務局あるいは関係市町の合併担当窓口ま

でお問い合わせください。
また、下記のアドレスから、ホームページがご覧いただけます。

http://www.kenou.jp/

各市町の合併担当窓口

山口市企画経営課中核都市推進室
ＴＥＬ　０８３－９３４－２７４７
ＦＡＸ　０８３－９３４－２６４２
E-mail: kikaku@city.yamaguchi.yamaguchi.jp

小郡町まちづくり推進課
ＴＥＬ　０８３－９７３－２４１４
ＦＡＸ　０８３－９７３－４８９２
E-mail: mati@town-ogori.jp

秋穂町企画課
ＴＥＬ　０８３－９８４－８０２６
ＦＡＸ　０８３－９８４－５２９９
E-mail: kikaku@aiocho.jp

阿知須町企画課
ＴＥＬ　０８３６－６５－４１１１
ＦＡＸ　０８３６－６５－４１１６
E-mail: kikaku@ajisu.com

徳地町企画財政課合併推進室
ＴＥＬ　０８３５－５２－１１１９
ＦＡＸ　０８３５－５２－１４７０
E-mail: gappei@town.tokuji.yamaguchi.jp

編集・発行　山口県央部１市４町合併協議会
〒753-0070 山口市白石一丁目２番７号
ＴＥＬ　０８３－９３４－６２１４　　
ＦＡＸ　０８３－９２２－８５２０　
E-mail: info@kenou.jp

●合併協定項目と協議状況 【平成16年9月11日（第１回山口県央部１市４町合併協議会開催）現在】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合併の方式 

合併の期日 

新市の名称 

新市の事務所の位置 

財産及び公の施設の取扱い 

議会議員の定数及び任期の取扱い

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 

地方税の取扱い 

一般職の職員の身分の取扱い 

地域審議会等の取扱い 

特別職の職員の身分の取扱い 

条例、規則等の取扱い 

行政組織及び機構の取扱い 

一部事務組合等の取扱い 

使用料、手数料等の取扱い 

公共的団体等の取扱い 

補助金、交付金等の取扱い 

町名・字名の取扱い 

慣行の取扱い 

国民健康保険事業の取扱い 

介護保険事業の取扱い 

22
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提
案
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確
認協　　定　　項　　目 番

号
提
案
確
認協　　定　　項　　目

各種事務事業の取扱い  

 盧総務関係

 盪電算システム事業

 蘯広報広聴事業

 盻消防防災事業

 眈高齢者福祉事業

 眇障害者福祉事業

 眄児童福祉事業

 眩その他の社会福祉事業

 眤保健・医療事業

 眞生活環境事業

 眥農林水産事業

 眦商工・観光事業

 眛都市計画事業

 眷建設事業

 眸下水道事業

 睇水道事業

 睚学校教育事業

 睨社会教育事業

 睫コミュニティ施策

 睛その他事業

新市建設計画  ○は小委員会へ付託

P

国道9号

協議会事務所●

蜻小郡

蜻湯田

宮野蜷

山口県庁

福祉会館

教育会館美術館

消防署

山口市役所

山大付属中

中国電力

県道204号

▼防府 ▼山口駅

〒山口中央
　郵便局

山口
市民会館

県立図書館
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